
重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

自 平成 13年４月１日 

至 平成 14年３月 31日 

当事業年度 

自 平成 14年４月１日 

至 平成 15年３月 31日 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

満期保有目的債券 満期保有目的債券 

 償却原価法 同左 

  子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法に基づく原価法 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時価法 

 （評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

       同左 

  時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法に基づく原価法        同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製商品、半製品 

 総平均法に基づく原価法 

原材料 

 総平均法に基づく原価法 

未着品 

 個別法に基づく原価法 

貯蔵品 

 総平均法に基づく原価法 

販売用不動産 

 個別法に基づく原価法 

製商品、半製品 

同左 

原材料 

同左 

未着品 

同左 

貯蔵品 

同左 

販売用不動産 

同左 

３ デリバティブ取引により

生じる正味の債権及び債務

の評価方法 

時価法 同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定額法によっております。なお、耐用年

数及び残存価額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっておりま

す。ただし、給油所建物については、過去

の実績を勘案した経済耐用年数の 15年に

よっております。 

同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法によっております。なお、耐用年

数については、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。ただし、自

社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。 

同左 

  (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

   均等償却しております。 同左 



 なお、償却期間については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっておりま

す。 

項目 

前事業年度 

自 平成 13年４月１日 

至 平成 14年３月 31日 

当事業年度 

自 平成 14年４月１日 

至 平成 15年３月 31日 

５ 繰延資産の処理方法 ────── 

  

  

社債発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

６ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務については、決算時の

直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 

７ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権の貸倒による損失に備えるため、回

収不能見込額を計上しております。 

同左 

  ａ 一般債権   

   貸倒実績率法によっております。   

  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権   

   財務内容評価法によっております。   

  (2）特別修繕引当金 (2）特別修繕引当金 

   消防法により定期開放点検が義務づけら

れた油槽に係る点検修理費用の当期対応額

を計上することにしております。 

同左 

  (3）投資評価引当金 (3）投資評価引当金 

   関係会社に対する投資損失に備えるた

め、各社の財政状態並びに将来の回復見込

等を勘案し、関係会社株式に対する損失見

込額を計上しております。 

同左 

８ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンスリース取引

については、通常の賃貸借取引に準じた会計

処理によっております。 

同左 

９ ヘッジ会計 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

   主として繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、特例処理の要件をみたす金利ス

ワップについては、特例処理を採用してお

ります。 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

    

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ取

引 

  借入金 

同左 



原油・製品先物

取引 

  原油・製品の売

買取引 

  

項目 

前事業年度 

自 平成 13年４月１日 

至 平成 14年３月 31日 

当事業年度 

自 平成 14年４月１日 

至 平成 15年３月 31日 

  (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

   デリバティブ取引に関する権限規程及び

取引限度額等を定めた内部規程に基づき、

ヘッジ対象に係る価格変動リスク及び金利

変動リスクを一定の範囲内でヘッジしてお

ります。 

同左 

  (4）ヘッジの有効性の評価方法 (4）ヘッジの有効性の評価方法 

   ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の

累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計又は相場変動を半期

ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にし

て、ヘッジ有効性を評価しております。た

だし、特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略しており

ます。 

同左 

10 その他の財務諸表作成の

ための重要な事項 

(1）退職給付会計に係る会計処理方法 (1）退職給付会計に係る会計処理方法 

 従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務及び年金資産の見込

み額に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異 22,111 百万

円については、５年による均等額を費用処

理しております。数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法によ

り、翌期から費用処理しております。 

 また、年金資産の額が退職給付債務から

会計基準変更時差異及び未認識数理計算上

の差異を減額した額を超えるため、当該超

過額は投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しております。 

同左 

  (2）消費税等の会計処理 (2）消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。 

 

 

 
 

同左 

項目 
前事業年度 

自 平成 13年４月１日 

当事業年度 

自 平成 14年４月１日 



至 平成 14年３月 31日 至 平成 15年３月 31日 

(3） ────── (3）自己株式及び法定準備金取崩等に

関する会計基準 

（会計処理の変更） 

 「自己株式及び法定準備金の取崩

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成 14年２月 21日 企

業会計基準第１号）が平成 14年４

月１日以後に適用されることになっ

たことに伴い、当事業年度から同会

計基準を適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度末における貸借対照

表の資本の部につきましては、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。 

(4） ────── (4）１株当たり当期純利益に関する会

計基準等 

（会計処理の変更） 

 「１株当たり当期純利益に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 

平成 14年９月 25日 企業会計基準

第２号）及び「１株当たり当期純利

益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成 14年

９月 25日 企業会計基準適用指針

第４号）が平成 14年４月１日以後

開始する事業年度に係る財務諸表か

ら適用されることとなったことに伴

い、当事業年度から同会計基準及び

適用指針を適用しております。 

 なお、同会計基準及び適用指針の

適用に伴う影響については、（１株

当たり情報）注記事項に記載のとお

りであります。 

次へ
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